
放火殺人事件の再審請求がされたようです。
2008年１０月大阪市浪速区で発生した、個室ビデオ店で客１６人が亡くなった火災を覚えておら
れますか。
自殺を図ろうと持ち込んだ衣類に火をつけたとして、２０１４年に殺人などの罪で54歳の男の死刑
判決が確定しました。
判決では、この死刑囚がいた部屋が火元とされましたが、支援する日本弁護士連合会や弁護団
が専門家に調査を依頼した結果、複数の専門家が“別の部屋から火が出た可能性”を指摘した
そうです。弁護団は、逮捕直後に作成された自白調書も、警察の誘導によるものだと主張してい
るようです。
事実は間違いなくただひとつです。どうなるのでしょうか？
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